
   

「住みたくなるまち 日本一」を目指して   

１．条例 〔制定〕 議案 2 件
２．条例 〔改正〕 議案 10 件
３．予算議案  【補正】 6 件
４．予算議案  【当初】 7 件
５．その他 2 件
６．承認 1 件

１．条例 〔制定〕 議案 2 件

提 案 理 由

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

施 行 日

所 管 部 課

２．条例 〔改正〕 議案 10 件

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

 ● 令和8年 第１回富谷市議会定例会 提出議案の概要

28 件

令和8年4月1日

企画部　企画政策課　交通政策推進室

令和8年4月1日

保健福祉部  子育て支援課

議案第 1 号 富谷市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

職員の給与に関する条例等の一部改正について

令和8年4月1日

総務部 総務課　人事組織管理室

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和7年内閣府令第95号）の制定に伴い，条
例を制定するもの

議案第 2 号 富谷市子どもにやさしいまちづくり条例の制定について

日本国憲法，児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）及びこども基本法（令和4年法
律第77号）の理念に基づき，こどもの権利を保障し，地域全体で子どもにやさしいまちづく
りを推進することに関し必要な事項を定める条例を制定するもの

令和8年4月1日

保健福祉部　子育て支援課　とみや子育て支援センター

・路線及び運行区間の一部変更

・自家用自動車利用に係る通勤手当（上限）の引き上げ及び駐車場等の利用に対する通勤手
当の新設
・第２種初任給調整手当の新設（月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合
に，給与水準を適正に維持するため，その差額を補填するもの）
・本まとめ条例により改正する関係条例
　「職員の給与に関する条例」
　「富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」
　「富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」

富谷市民バスの路線再編に伴い，路線名及び運行区間について，所要の改正を行うもの

議案第 4 号

議案第 3 号 富谷市民バス条例の一部改正について

国の一般職の職員の給与改定に準じて，所要の改正を行うもの

富谷市記者発表【資料3】

令和8年2月12日（木）
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提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

令和8年4月1日

議案第 5 号 証人等の実費弁償に関する条例等の一部改正について

地方税法等の一部を改正する法律（令和5年法律第１号）附則第1条第12号に掲げる規定の施
行の日

保健福祉部　健康推進課

保健福祉部　長寿福祉課　保健福祉総合支援センター

富谷市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

地方税法等の一部を改正する法律（令和5年法律第1号）の公布に伴い，公示送達の方法につ
いて所要の改正を行うもの

・スプリングマットレス処理手数料の見直し

・敬老祝金等支給条例第4条第2項で定める特別敬老祝金の額について，住民基本台帳に基づ
き本市の市民であった期間に応じた支給金額とするもの
・現行10年以上と1年以上の2区分を50年以上，30年以上，10年以上，1年以上の4区分とする
ほか，対象者の定義について整理を行うもの

・後期高齢者医療保険料等にかかる公示送達について、インターネット等により不特定多数
の者が閲覧することができる状態に置く措置の他、市の事務所に設置した電子計算機の映像
面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることで公示送達ができる
ものとする

一般廃棄物の処理手数料について所要の改正を行うもの。

議案第 8 号 富谷市敬老祝金等支給条例の一部改正について

特別敬老祝金の支給要件及び支給金額について，所要の改正を行うもの。

国内外の経済社会情勢の変化に対応するため，国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年
法律第114号）の一部が改正されたことを踏まえ，旅費制度の見直しを行うもの

総務部 総務課　人事組織管理室

議案第 7 号 富谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

令和8年4月1日

市民生活部 生活環境課

議案第 9 号

令和8年4月1日

・旅費の種目及び支給内容，支給対象の見直し等
・本まとめ条例により改正する関係条例
　「証人等の実費弁償に関する条例」
　「議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例」
　「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」
　「富谷市職員等の旅費に関する条例」

・市長事務部局の職員定数の引き上げ（307人⇒320人）

令和8年4月1日

総務部 総務課　人事組織管理室

議案第 6 号 富谷市職員定数条例の一部改正について

市長の事務部局職員数の増員等に伴い，所要の改正を行うもの
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提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容
施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

３．予算議案  【補正】 6 件

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

議案第 13 号 令和7年度富谷市一般会計補正予算（第9号）

富谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正について

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）が児童福祉法
の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
（令和７年内閣府令第８０号）及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部
を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第９６号）により一部改正されたことに伴い，所要
の改正を行うもの

令和8年4月1日

保健福祉部  子育て支援課

建設部 都市整備課

議案第 12 号 富谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

・乳児等通園支援事業者から乳児等通園支援事業所へ文言の変更
・特例保育を行う事業所における設備及び職員の基準の設定

・各種占用料及び使用料の額の改定

・整備計画区域における地区の追加等

議案第 11 号 富谷市道路占用料等条例及び富谷市公共物管理条例の一部改正について

道路法施行令（昭和27年政令第479号）の一部改正に伴い，所要の改正を行うもの

令和8年4月1日

969,413千円を増額 補正後の額24,422,931千円

企画部 財政課

議案第 15 号 令和7年度富谷市介護保険特別会計補正予算（第5号）

19,459千円を減額 補正後の額3,376,879千円

保健福祉部 長寿福祉課

議案第 10 号

議案第 14 号 令和7年度富谷市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

保健福祉部 健康推進課

議案第 16 号 令和7年度富谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

1,715千円を減額 補正後の額4,168,180千円

24,368千円を増額 補正後の額619,375千円

保健福祉部 健康推進課

地区計画区域における建築物の制限に係る所要の改正を行うもの

公布の日

建設部 都市計画課
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予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

４．予算議案  【当初】 7 件

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

議案第 19 号 令和8年度富谷市一般会計予算

令和7年度富谷市水道事業会計補正予算（第3号）

予算総額 19,000,000千円

企画部 財政課

議案第 20 号 令和8年度富谷市市営墓地特別会計予算

建設部 上下水道課

予算総額 3,435,823千円

保健福祉部 長寿福祉課

議案第 23 号 令和8年度富谷市後期高齢者医療特別会計予算

予算総額 676,187千円

予算総額 42,855千円

市民生活部 生活環境課

予算総額 4,203,423千円

保健福祉部 健康推進課

議案第 22 号

令和8年度富谷市国民健康保険特別会計予算

令和8年度富谷市介護保険特別会計予算

収益的収入  4,073千円を減額 補正後の額　1,126,224千円
収益的支出  8,458千円を減額 補正後の額　1,026,374千円
資本的収入 28,720千円を増額 補正後の額　  390,866千円
資本的支出  2,369千円を減額 補正後の額　  584,868千円

上下水道課

議案第 17 号 令和7年度富谷市下水道事業会計補正予算（第3号）

収益的収入  4,743千円を増額 補正後の額　1,108,558千円
収益的支出 15,327千円を減額 補正後の額　1,058,614千円
資本的収入 10,163千円を減額 補正後の額　  123,684千円
資本的支出 18,116千円を減額 補正後の額　  187,695千円

建設部 上下水道課

議案第 18 号

議案第 21 号

上下水道課

保健福祉部 健康推進課

議案第 24 号 令和8年度富谷市下水道事業会計予算

予算総額　収益的収支 収入 1,132,582千円　支出 1,131,265千円
　　　　　資本的収支 収入   276,885千円　支出   204,057千円

予算総額　収益的収支 収入 1,144,085千円　支出 1,042,778千円
　　　　　資本的収支 収入   202,019千円　支出   343,255千円

議案第 25 号 令和8年度富谷市水道事業会計予算
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５．その他 2 件

提 案 理 由

所 管 部 課

提 案 理 由

所 管 部 課

６．承認 1 件

概 要

所 管 部 課

地方自治法第244条の2第6項の規定により，指定管理者の指定をしようとすることにつき，
議会の議決を求めるもの

経済産業部 産業観光課

議案第 26 号 第2次富谷市国土利用計画の策定について

現行の国土利用計画の計画期間終了及び諸情勢の変化に伴い，第2次富谷市国土利用計画を
新たに策定するもの

指定管理者の指定について

企画部 企画政策課

議案第 27 号

承認第 1 号 専決処分の承認を求めることについて（令和7年度富谷市一般会計補正予算（第8号））

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分したので，同条第3

項の規定によりこれを報告し，承認を求めるもの

企画部 財政課
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